
ご契約 各位 一般ﾚﾝﾀﾙ契約重要事項説明書（１） 様式重説001-VER003

業務用ﾚﾝﾀﾙを除きます。

以下は、TOKYOﾍﾞｲｱｺ レンタルアコーディオンご契約に関連する重要事項説明（１）です。契約書とあわせよくお読みください。
ご契約の際は、以下の内容、契約書等の内容がご理解いただけたものとします。内容についてもしご不明の点がございましたら
契約書のサイン、捺印の前までにご確認いただきますようお願い致します。

１．申込みからご利用開始までの流れ
①お問合せ、ご確認 → メール送受信もしくは弊社事務所、ｼｮｰﾙｰﾑ
②ﾚﾝﾀﾙ契約書郵送送付 → 申込み書類（レンタルご契約書、重要事項説明書、弊社口座番号記載のお支払い予定書）
③お客様で契約書ｻｲﾝ、捺印 → 独立生計をされている成人の方以外の方（外国籍の方の含む）
④ご本人様確認 → 契約内容を申込みご本人様に電話で確認します（保証人有る場合は保証人様）
⑤入会金含む初回金お振込 → 3ｹ月分のﾚﾝﾀﾙ料金とﾚﾝﾀﾙ会員入会費（貸出楽器の貸出時、戻り時の楽器の整備費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　として。5400円　初回1回のみ）の合計金額をお振込いただきます。
⑥楽器と取扱説明書 送付 → 入金確認後、ご指定場所にお届け致します。
⑦お受取り（ご利用開始） → 3ｹ月単位でレンタルしています。解約も可能ですが詳細は下記計算例を確認下さい。

２．レンタル要項
１）ﾚﾝﾀﾙ費用の ・計算の基準日は弊社出荷翌日。 <例> ７月７日 商品発送の場合、レンタル開始時期は7月8日。
内容と計算方法 ・初回のみ「レンタル会員費用」として5400円申し受けます。 会員の有効期間はﾚﾝﾀﾙ終了時より１年とします。・。

･契約期間が12ｹ月をこえた場合、５ｸｰﾙ目以降のレンタル料金は、10%の割引になります。
楽器を期間内に変更する場合は、既存ｸｰﾙを一旦精算、新たなｸｰﾙが開始されるものとします。
新しい3ｹ月分と、既払い未消化部分（1ｹ月単位）を差引いた金額をお支払いいただきます。
この場合、途中解約手数料は不要です。

２）各種のお支払い計算例 以下の事例には輸送費ほかの経費は入れておりません。

○月額4３２０円でﾚﾝﾀﾙｱｺｰﾃﾞｨｵﾝを開始した---
ﾓﾃﾞﾙ I (1)ﾚﾝﾀﾙ会員入会費 ５４００円（初回のみ）

(2)1期ﾚﾝﾀﾙﾌｨｰ額 ４３２０円×３ｹ月分＝１２９６０円

(3)初回合計額 １８３６０円（一括の前払い） *なお、発送運賃は別途ご負担いただきます。

(4)2期目ご継続の場合は 3ケ月分 １２９６０円をお支払い（一括前払い）

ﾓﾃﾞﾙ II ○月額6４８0円のﾚﾝﾀﾙを2期目になる 5ｹ月目にはいって中止したい ---
(1)ﾚﾝﾀﾙ会員入会費 ５４００円（初回のみ）

(2)1期ﾚﾝﾀﾙﾌｨｰ額 ６４８０円×３ｹ月分＝１９４４０円

(3)2期目 3ｹ月前払い額 １９４４０円 ﾜﾝｸｰﾙ分(3ｹ月分）をお支払い。

(4)解除申し入れ （2期目の最初の30日内で、楽器がその30日内に返却された場合）

払い戻し額 2ｹ月分 １２９６０円

期間内解約手数料 ３２４０円 *途中解約手数料は3２４０円

差し引きお支払額 ９７２０円 *楽器のご返却の後のお振込みとなります

ﾓﾃﾞﾙ III ○4ｹ月目（2期目最初の月）に機種変更したケース (例）3２４０円 を 5４００円の楽器に
(1)2期目の一括支払額 ９７２０円 → 未消化月 ２ｹ月で６４８０円

(2)使用機種変更分の１ｸｰﾙ　　１６２００円 新たな1期～3ｹ月ﾚﾝﾀﾙの開始になります。）

(3)実質お支払い額 １６２００-６４８０＝9720円 （途中解約料 ３240円はいただきません。）

ﾓﾃﾞﾙ IV ○今までのお支払額ﾚﾝﾀﾙﾌｨｰが丸ごと減額されるお得な一括買取方式
月額７560円のﾚﾝﾀﾙを11ｹ月目（４期目の途中）に、一括買取にお切替え。 楽器の一括金額が２４００００円の場合：

(1)これまでお支払いいただいた該当楽器ﾚﾝﾀﾙﾌｨｰの合計額 ８３１６０円（１１ケ月分）

(2)一括金額 ２４００００円

ご精算 ・一括買取差額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５６８４０円

・4期目の期中払い戻し 　　(１ｹ月分） -７５６０円

差引き お支払い額　　　　　　　　　１５６８４０円ー7560円＝１４９２８０円

*一括減額の計算対象 ①入会5250円対象外 ②ご使用中のﾚﾝﾀﾙ楽器につき、その支払総額。

３．レンタルサービスの貸し出し要件

①契約ご本人が独学用に使用されること。国内で使用されること。 業務用は別途ご契約になります。 又貸しは禁止。
②楽器に損傷を与えたり、分解したりすることの禁止。 禁止された環境での使用禁止。 ご使用説明書に記載しています。
③契約ご本人が日本国籍でかつ国内企業、組織へ就業していること（日本国籍で未成年者の場合独立生計者の保証人。日本国籍でない場合連帯保証人必要）
④本人のｻｲﾝ捺印および、本人確認資料(運転免許書のｺﾋﾟｰ）が必要です。

４．長期特別割引、
12ｹ月を越えてﾚﾝﾀﾙを継続いただける場合、13ｹ月目より 10％ の割引を適用します。業務用用途は除きます。

５．楽器の損傷 ･使用説明書に反して使用し、楽器に損傷が発生した場合、以下の内容をめやすとして保証を申受けます。
程 度 （めやすとお考え下さい） 補 償 額

I 深さの殆どない、幅１ｃｍ前後のヒッカキキズ3ケ以内 1ｹ月基本レンタル料金に含む

II 深さ０，５ｍｍ前後のキズ2ｹ以上5ｹ以内 １ｹ月基本レンタル料金の5倍

III 深さ１ｍｍ前後のキズ2ｹ以上5ｹ以内 １ｹ月基本レンタル料金の10倍

IV 機能損傷（ｷｰ、ﾎﾞﾀﾝ、ｽｲｯﾁ、ｼﾞｬﾊﾞﾗ、ｹｰｽの作動不良、ﾜﾚ、ﾕｶﾞﾐ）、III以上のキズ １ｹ月基本レンタル料金の20倍

V 機能喪失､滅失（ｱﾅあき、本体のﾜﾚ、カビ、異臭及び滅失） １ｹ月基本レンタル料金の30倍

*なお補償額のお支払いは内容確定後、5営業日以内にお支払いいただきます。

６．支払及び返却 入金が遅れた場合、ﾚﾝﾀﾙ商品のご返却が遅れた場合の遅延、督促手数料として申受けます。支払遅延1日、及び楽器返却遅延
楽器遅滞の補償 1日につき月額レンタル料金の１0%、３０日を越えた場合は支払日1日につき月額レンタル料金の20%を申し受けます。

７．ﾚﾝﾀﾙ楽器の 再生楽器をﾚﾝﾀﾙ楽器としており、出荷まえに検査、調整を行っております。新品の製品ではないため、商品によって楽器性能
性能保証 に多少ばらつきがあります。
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